
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例（平成２１年

３月２６日京都市条例第   号）（環境局循環型社会推進部循環企画課） 

  産業廃棄物の民間施設による再資源化処理を推進するとともに，一般廃棄物の処

理に要する費用の適正化を図るため，次のとおり必要な措置を講じることとしまし

た。 

１ ふん尿の収集，運搬及び処分に係る手数料を次のとおり改定します。 

  (1) 平成２１年６月１日から実施するもの 

区           分 単 位 

手 数 料 

改正前 改正後 

ふ ん

尿 

人数に基づき

算定する場合 

便所を使用する者(以下「使用

者」という。)が２人以内のと

き。 

１ 月 ７００円 ９００円

使用者が３人以上のとき。
１人につき

１月 

３５０ ４５０ 

収 集 量

に 基 づ

き 算 定

す る 場

合 

定 期 的

に 収 集

す る と

き。 

１月の収集量が 200 リットル

以下のとき。 
１ 月 １，５００ １，９００ 

１月の収集量が 200 リットル

を超えるとき。 

１月 100リッ

トルまでご

と 

７５０ ９５０ 

臨 時 に

収 集 す

るとき。 

１回の収集量が 200 リットル

以下のとき。 
１ 回 １，５００ １，９００ 

１回の収集量が 200 リットル

を超えるとき。 

１回 100リッ

トルまでご

と 
７５０ ９５０ 

６５



  (2) 平成２３年４月１日から実施するもの 

区           分 単 位 手数料 

ふ ん

尿 

下水道処理区域

の場合等 

人数に基づき

算定する場合 

使用者が２人以内のとき。 １ 月
２，１００円

使用者が３人以上のとき。 １人につき１月 １，０５０ 

収集量に

基づき算

定する場

合 

定期的

に収集

すると

き。 

１月の収集量が 200 リット

ル以下のとき。 
１ 月 ４，５００ 

１月の収集量が 200 リット

ルを超えるとき。 

１月 100 リット

ルまでごと 
２，２５０ 

臨時に

収集す

る と

き。 

１回の収集量が 200 リット

ル以下のとき。 
１ 回 ４，５００ 

１回の収集量が 200 リット

ルを超えるとき。 

１回 100 リット

ルまでごと 
２，２５０ 

その他の場合 

人数に基づき

算定する場合 

使用者が２人以内のとき。 １ 月 ９００ 

使用者が３人以上のとき。 １人につき１月 ４５０ 

収集量に

基づき算

定する場

合 

定期的

に収集

すると

き。 

１月の収集量が 200 リット

ル以下のとき。 
１ 月 １，９００ 

１月の収集量が 200 リット

ルを超えるとき。 

１月 100 リット

ルまでごと 
９５０ 

臨時に

収集す

る と

き。 

１回の収集量が 200 リット

ル以下のとき。 
１ 回 １，９００ 

１回の収集量が 200 リット

ルを超えるとき。 

１回 100 リット

ルまでごと 
９５０ 

  備考 「下水道処理区域の場合等」とは，収集する場所が次のいずれかに該当す

る場合をいいます。 

    (1) 下水道処理区域となって３年を経過した区域に存する場合（下水道法第

１１条の３第３項ただし書の規定によりくみ取便所を水洗便所に改造して

いないことについて相当の理由があると認められる場合を除きます。） 



    (2) 催し会場，工事現場等において，当該事業の用に供するために一時的に

設置される仮設便所である場合 

２ 本市の一般廃棄物処理施設による産業廃棄物の処理を廃止します。（平成２１年

１０月１日実施） 

３ 一般廃棄物の処分に係る手数料を次のとおり改定します。（平成２１年１０月１

日実施） 

区 分 改 正 前 改 正 後 

占有者等

又は一般

廃棄物収

集運搬業

者が市長

の指定す

る施設に

搬入し，

処分を委

託する場

合 ( 一 般

廃棄物収

集運搬業

者が市長

の指定す

る方法に

より搬入

し，処分

を委託す

る場合を

除く。)の

手数料 

(1) 埋立処分を行う施設に搬入

するとき。 

 ア １回の搬入量が 600 キロ

グラム以下のとき 100キロ

グラムまでごとに 1,200 円 

 イ １回の搬入量が 600 キロ

グラムを超え２トン以下の

とき 7,200 円に 600キログ

ラムを超える部分が 100 キ

ログラムに達するまでごと

に 1,600 円を加えた額 

 ウ １回の搬入量が２トンを

超えるとき 29,600 円に２

トンを超える部分が 100 キ

ログラムに達するまでごと

に 2,000 円を加えた額 

(2) (1)以外のとき。 

 ア １回の搬入量が 300 キロ

グラム以下のとき 100キロ

グラムまでごとに 1,000 円 

 イ １回の搬入量が 300 キロ

グラムを超え１トン以下の

とき 3,000 円に 300キログ

ラムを超える部分が 100 キ

ログラムに達するまでごと

に 1,400 円を加えた額 

 ウ １回の搬入量が１トンを

超えるとき 12,800 円に１

トンを超える部分が 100 キ

ログラムに達するまでごと

に 1,800 円を加えた額 

(1) １回の搬入量が100キログラ

ム以下のとき 1,000 円 

(2) １回の搬入量が100キログラ

ムを超え 600 キログラム以下

のとき 1,000 円に 100キログ

ラムを超える部分が 100 キロ

グラムに達するまでごとに

1,500 円を加えた額 

(3) １回の搬入量が600キログラ

ムを超えるとき 8,500 円に

600キログラムを超える部分が

100キログラムに達するまでご

とに 2,000 円を加えた額 

 



 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２１年 ３月２６日  

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第  号   

   京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  目次中「第２３条」を「第２２条」に，「第２４条・第２５条」を「第２３条・

第２４条」に，「第２６条～第３０条」を「第２５条～第２９条」に，「第３１条

～第３４条」を「第３０条～第３３条」に，「第３５条～第３８条」を「第３４条

～第３６条」に，「第３９条～第４１条」を「第３７条～第３９条」に改める。 

  第２２条を削り，第２３条を第２２条とする。 

  第４章中第２４条を第２３条とし，第２５条を第２４条とする。 

  第５章中第２６条を第２５条とし，第２７条から第２９条までを１条ずつ繰り上

げる。 

  第３０条中「第２７条及び第２８条」を「第２６条及び第２７条」に改め，同条

を第２９条とする。 

  第６章中第３１条を第３０条とし，第３２条から第３４条までを１条ずつ繰り上

げる。 

  第７章中第３５条を第３４条とし，第３６条を第３５条とし，第３７条を削る。 

  第３８条中「第３５条第１項」を「第３４条第１項」に改め，同条を第３６条と

する。 

  第８章中第３９条を第３７条とし，第４０条を第３８条とし，第４１条を第３９

条とする。 

６５



  別表第１中「第３５条関係」を「第３４条関係」に改め，同表ふん尿の項中「７

００」を「９００」に，「３５０」を「４５０」に，「１，５００」を「１，９０

０」に，「７５０」を「９５０」に改め，同表その他の一般廃棄物の項を次のよう

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他

の一般

廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

占有者等が収集，運搬及び処分を委託する場

合 

１００リ

ットルま

でごと 

８００ 

一般廃棄物収集運搬業者が市長の指定する施

設に市長の指定する方法により搬入し，処分

を委託する場合 

１００キ

ログラム

までごと 

１，０００ 

 

 

 

占有者等又は一般廃棄

物収集運搬業者が市長

の指定する施設に搬入

し，処分を委託する場合

（一般廃棄物収集運搬

業者が市長の指定する

方法により搬入し，処分

１回の搬入量が

１００キログラ

ム以下のとき。 

    １，０００ 

１回の搬入量が

１００キログラ

ムを超え６００

キログラム以下

のとき。 

１，０００円に１００

キログラムを超える部

分が１００キログラム

に達するまでごとに

１，５００円を加えた

額 

 
８，５００円に６００



 
を委託する場合を除

く。） 

 

 

１回の搬入量が

６００キログラ

ムを超えるとき。 

 

キログラムを超える部

分が１００キログラム

に達するまでごとに

２，０００円を加えた

額 

  別表第２中「第３６条関係」を「第３５条関係」に改める。 

  別表第３を削る。 

第２条 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  別表第１ふん尿の項を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふん尿 

 

 

下水道処理区

域の場合等 

人数に基づき

算定する場合 

便所を使用する者(以下「使

用者」という。)が２人以内

のとき。 

１ 月
２，１００ 

使用者が３人以上のとき。 １人につき１月 １，０５０ 

収集量に

基づき算

定する場

合 

定期的

に収集

すると

き。 

１月の収集量が 200 リット

ル以下のとき。 
１ 月 ４，５００ 

１月の収集量が 200 リット

ルを超えるとき。 

１月 100 リット

ルまでごと 
２，２５０ 

臨時に

収集す

る と

き。 

１回の収集量が 200 リット

ル以下のとき。 
１ 回 ４，５００ 

１回の収集量が 200 リット

ルを超えるとき。 

１回 100 リット

ルまでごと 
２，２５０ 

 
人数に基づき

使用者が２人以内のとき。 １ 月 ９００ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の場

合 

 

 

 

算定する場合 
   

使用者が３人以上のとき。 １人につき１月 ４５０ 

収集量に

基づき算

定する場

合 

定期的

に収集

すると

き。 

１月の収集量が 200 リット

ル以下のとき。 

１ 月 １，９００ 

１月の収集量が 200 リット

ルを超えるとき。 

１月 100 リット

ルまでごと 
９５０ 

臨時に

収集す

る と

き。 

１回の収集量が 200 リット

ル以下のとき。 
１ 回 １，９００ 

１回の収集量が 200 リット

ルを超えるとき。 

１回 100 リット

ルまでごと 
９５０ 

  別表第１備考に次のように加える。 

   ４ 「下水道処理区域の場合等」とは，収集する場所が次のいずれかに該当す

る場合をいう。 

    (1) 下水道法第２条第８号に規定する処理区域となって３年を経過した区

域に存する場合（同法第１１条の３第３項ただし書の規定によりくみ取便

所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められ

る場合を除く。） 

    (2) 催し会場，工事現場等において，当該事業の用に供するために一時的に

設置される仮設便所である場合 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

 (1) 第１条中別表第１ふん尿の項の改正規定及び次項の規定 平成２１年６月１日 



 (2) 第１条の規定（別表第１ふん尿の項の改正規定を除く。） 平成２１年１０月１

日 

 (3) 第２条及び附則第３項の規定 平成２３年４月１日 

（経過措置） 

２ ふん尿の収集，運搬及び処分に係る手数料（臨時に収集するときに係るものに限

る。以下「ふん尿処理手数料」という。）のうち，平成２１年６月１日前の委託に

係るふん尿処理手数料については，なお従前の例による。 

（適用区分） 

３ 第２条の規定による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の

規定は，平成２３年４月１日以後の委託に係るふん尿処理手数料について適用し，

同日前の委託に係るふん尿処理手数料については，なお従前の例による。 

（環境局循環型社会推進部循環企画課） 


